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平成２８年１０月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２７年(ワ)第２４３４０号 不正競争行為等差止請求事件 

口頭弁論終結日 平成２８年８月２３日 

             判       決 

     

       原       告        株 式 会 社 ジ ヤ コ ス 

       同訴訟代理人弁護士        師 子 角  允  彬 

     

       被       告        株式会社ロウィンズ 

       同訴訟代理人弁護士        杉  本  憲  昭 

             主       文 

１ 原告の訴えのうち，別紙却下請求目録記載の各請求に係る訴えを

却下する。 

２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は原告の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告は，別紙事業目録記載の事業を営んではならない。 

２ 被告は，別紙営業秘密目録記載の情報を利用して，小売業者に対し，仕入

効率の良否を判定するための情報が記載された文書を配布してはならない。 

３ 被告は，別紙営業秘密目録記載の情報の全部又は一部を記載した書面，Ｃ

Ｄ－ＲＯＭ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。 

４ 被告は，別紙ソースコード１及び２のソフトウェアを使用してはならない。 

５ 被告は，別紙ソースコード１及び２のソフトウェアが収納されたＣＤ－Ｒ

ＯＭ，ＭＯ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。 

６ 被告は，別紙データベース目録記載のデータベースを使用してはならない。 
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７ 被告は，別紙データベース目録記載のデータベースを収納したＣＤ－ＲＯ

Ｍ，ＭＯ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。 

第２ 事案の概要 

本件は，原告が，①原被告間において「被告が別紙事業目録記載の事業

（以下「本件事業」という。）を行わない」旨の競業禁止合意があるところ，

被告は同合意に反して同事業を行っているとして，同合意に基づき，被告が

同事業を行うことの差止めを（上記第１，１），②別紙営業秘密目録記載の

情報（以下「本件情報」という。）が原告の有する営業秘密に該当するとこ

ろ，被告がこれを原告から開示された上で不正に使用していることが不正競

争防止法２条１項７号に該当するとして，同法３条１項及び２項に基づき，

本件情報を利用して小売業者に対し仕入効率の良否を判定するための情報が

記載された文書を配布することの差止め，及び本件情報が記載された書面や

記憶媒体の廃棄を（上記第１，２及び３），③本件事業に係るソフトウェア

及びデータベースにつき原告が著作権を有するところ，被告がこれらを無断

で改変し，自らの本件事業のために使用したことが，原告の上記著作権（翻

案権）を侵害するとともに，原被告間における「被告が原告の本件事業拡大

のためにこれらのソフトウェア等を利用する」旨の合意にも反するとして，

著作権法１１２条１項及び２項並びに同合意に基づき，同ソフトウェア及び

別紙データベース目録記載のデータベース（以下「本件データベース」とい

う。）の使用の差止め，並びに同ソフトウェア及びデータベースが収納され

た記憶媒体の廃棄を（上記第１，４ないし７），それぞれ求める事案である。 

 １ 前提事実（証拠を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。） 

(1) 当事者 

ア 原告は，付加価値通信網「ヴァン」（ＶＡＮ）による情報伝送及び情

報処理業等を行う株式会社であり，本件事業を行っている。 

イ 被告は，平成２３年８月２日に設立され，インターネット，その他通
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信網を利用する情報提供及び処理業務等を行う株式会社である（甲３）。 

  なお，被告代表者のＡ（以下「Ａ」という。）は，平成２２年４月１

日から平成２５年１０月１日に辞任するまで，原告の取締役でもあった

（乙３，４）。 

被告の設立当初，被告代表者であるＡが被告の株式の６割を保有し，

原告が，別人名義で，被告の株式の４割を実質的に保有していた。 

(2) 原告による原価等の比較書面の作成 

原告は，本件事業を行うに当たり，別紙ソースコード１，２のソフトウ

ェア（以下，それぞれ「本件ソフトウェア１」，「本件ソフトウェア２」

といい，これらを「本件ソフトウェア」と総称する。）を利用して，特定

の小売業者と他社の原価を比較することで当該業者の仕入効率の良否を判

定するための文書（以下「本件診断書」という。甲４の１の１～７，甲４

の２の１～６参照）を作成し，これを当該小売業者に対して交付するなど

していた。 

(3) 被告による原価等の比較書面の作成 

被告は，原告が「仕入会分析ソフト」と称するソフトウェア（以下「被

告ソフトウェア」という。）を使用して，「仕入会」という組織に参加し

ている小売業者と，同じく「仕入会」に参加している他の業者の仕入原価

を比較すること等を目的とする書面（以下「本件分析書面」という。甲５

参照）を作成している。 

なお，被告は，乙７のソースコードが被告ソフトウェアに対応すると主

張するのに対し，原告は，被告ソフトウェアは本件ソフトウェアを翻案し

たものではあるが，乙７のソースコード自体には対応しないと主張する。 

 ２ 争点 

  (1) 被告が本件事業を行っているか。また，原被告間において，被告が本

件事業を行わない旨の合意（競業禁止合意）があったか。 
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  (2) 本件情報は特定されているか。また，本件情報は，原告が保有する営

業秘密に該当するか。さらに，被告は，原告から本件情報の開示を受けた

上で，これを不正に使用したか。 

  (3) 原告は，本件ソフトウェアにつき著作権を有するか。また，被告は，

原告の同著作権（翻案権）を侵害したか。さらに，被告は，「被告が原告

の本件事業拡大のためにソフトウェア等を利用する」旨の合意に違反して

本件ソフトウェアを利用したか。 

  (4) 本件データベースは特定されているか。また，原告は，本件データベ

ースにつき著作権を有するか。さらに，被告は，原告の同著作権（翻案

権）を侵害したか。また，被告は，「被告が原告の本件事業拡大のために

ソフトウェア等を利用する」旨の合意に違反して本件データベースを利用

したか。 

３ 争点に関する当事者の主張 

(1) 争点(1)（競業禁止合意違反の有無）について 

  ア 原告の主張 

(ア) 被告による本件事業の実施 

ａ 本件事業は，小売業者からの受注を効率的かつ迅速に取り次ぐ事

業である。小売業者から商品の発注を受けた本件事業者は，卸売業

者別・商品別に注文を振り分け，発注データを卸売業者に送信する。

卸売業者は本件事業者から受信したデータをもとに効率的かつ迅速

に小売業者に商品を納入する。 

本件事業者を介在させることにより，小売業者は，各卸売業者と

個別に受発注データを送受信する煩を削減することができるほか，

データの送受信を効率的に行うことで，必要な商品を必要な数だけ

常時確保しておくことが可能になる。 

また，卸売業者も，受注・納品業務の簡素化を図ることができる
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ほか，受発注データの分析が容易になる。 

      そして，原告の本件事業は，小売業者に対して本件診断書を発行

している点に特徴がある。すなわち，原告は，つながりのある各小

売業者の商品の仕入価格・販売価格に関する情報を体系的に構成し

た本件データベースを作成・保有している。そして，本件診断書は，

エクセルを利用した専用の本件ソフトウェアを用いて本件データベ

ースに一定の処理を行うことで作成される。 

ｂ 被告のホームページには，事業内容として「仕入会運営」「小売

業向けＥＤＩシステム・ＰＯＳシステム提供」と記載されていると

ころ，ＥＤＩとは，小売業者と卸売業者ないし製造業者との間で規

格化された電子データの交換を意味し，これは本件事業そのもので

ある。また，ＰＯＳ（販売時点情報管理システム）はＥＤＩを構成

する主要なシステムであり，ＰＯＳを提供することは，本件事業の

前提を構成するシステムを提供することを意味する。 

使用する通信方法が公衆回線からインターネット回線に移行する

につれて従前ＶＡＮと呼ばれていた事業をＥＤＩと呼ぶことが多く

なっただけであり，ＶＡＮとＥＤＩとは，いずれも受発注データを

電子化して小売業者と卸売業者・製造業者とを取り次ぐことを本質

とする事業であり，本件事業者とＥＤＩ事業を標榜する者とが競業

関係にあることは明らかである。 

そして，被告は，平成２５年冬頃から，仕入会の会員を対象に本

件事業を開始し，現在では，原告の顧客である小売業者にも営業を

かけている。 

   (イ) 競業禁止合意の存在 

    ａ 原告は，被告代表者であるＡからの提案を受け，Ａが６０％，原

告が４０％の出資比率で，本件診断書を活用して小売業者とのネッ
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トワークを築き上げるための新会社を設立することを合意した（以

下「本件合意１」という。）。 

      また，原告は，自らの本件事業の拡大に寄与することを条件に，

Ａとの間で，①原告社屋に設置された情報端末，②本件ソフトウェ

ア，本件情報ないし本件データベースを無償で利用させることを合

意した（以下「本件合意２」という。）。 

      なお，本件合意１，２とも口頭での合意であり，契約書は存在し

ない。 

      被告は，会社設立以降，小売業者による「仕入会」の組織に着手

した。原告は，核になる初期の会員を紹介したが，初期の会員のほ

とんどは原告の本件診断書を現在ないし過去に利用している者であ

った。 

      そして，資金的，技術的，経営的な援助を受けるに当たっては競

業をしないことが当然の前提となるから，本件合意１及び２がされ

た際には，競業をしないことが当然の前提として合意されていたと

解すべきである。 

    ｂ 原告は，現在に至るまで一貫して本件診断書を継続的に使用して

いる。また，原告の前代表者であるＢ（以下「Ｂ」という。）がＡ

に対して本件診断書の利用を許諾したことは認めるが，これは，原

告の本件事業の拡大に資するためであり，原告への顧客の紹介を前

提としたものであった。 

      原告が，何の見返りもなしに，経営資源の利用を許諾することは

なく，ＡがＢの義理の息子であることは，原告の経営上の意思決定

とは関係がない。 

イ 被告の主張 

   (ア) 被告による本件事業の不実施 
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ａ 本件事業の概略に関する原告の主張は特に争わないが，本件診断

書は，原告が一時期発行していたものにすぎず，本件事業の特徴と

いえるものではなく，また，原告のデータベースに価格は含まれて

いない。このほか，「卸売業者が受注・納品業務の簡素化を図るこ

とができることや，受発注データの分析が容易になること」は，本

件事業とは特に関係がなく，小売業者及び卸売業者間の取決めによ

るものである。 

    ｂ 本件事業は，「小売業者から商品の発注データを預かり，それを

メーカー等に送り届ける」という，いわば「運び屋」的な内容であ

り，原告が行っている本件事業も，正に上記の意味での本件事業に

ほかならない。 

これに対し，被告が行うＥＤＩ事業とは，単なる「運び屋」では

なく，小売業者の「基幹処理」（商品の発注，受領，支払，在庫管

理等，小売業者の販売全てに関わる管理処理）を全般的に受託する

ことで，いわば小売業者と同等の当事者的立場で，各メーカーに発

注を行うものである。 

ＶＡＮは，「商品にまつわる情報データを伝達するだけにすぎな

い」という意味で，ＥＤＩやＥＯＳとは明確に一線を画するもので

あり，被告は本件事業を営んでいない。 

   (イ) 競業禁止合意の不存在 

ａ 仮に，被告が行う業務が，原告主張の本件事業に含まれるとして

も，原告が主張するような原被告間での競業禁止合意は，明示的に

も黙示的にも一切存在しない。 

      このほか，原被告間において，本件合意１及び２も存在しない。 

    ｂ 原告は，平成２２年初め頃には本件診断書を利用しておらず，ま

たＡがＢの義理の息子に当たる存在であったこともあり，Ｂは，特
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定の見返りを求めることなく，Ａに対して本件診断書の利用を快諾

したものであって，「原告の本件事業を拡大するため」等の条件は

一切存在しない。 

 (2) 争点(2)（被告による本件情報の不正使用の有無等）について 

  ア 原告の主張 

   (ア) 原告において，本件情報は，小売業者との信頼関係があるため厳

重な企業秘密として管理されている。また，原価を他社と比較するた

めのサービスは，本件事業に欠かせない小売業者とのつながりを構築

するに当たり，非常に有用である。さらに，統計処理を施した本件診

断書を外部に提供することはあっても，本件情報それ自体は非公知の

情報である。 

したがって，本件情報は明らかに不正競争防止法２条６項所定の

「営業秘密」に該当する。 

本件情報の核心部分は仕入価格であるが，それ以外にも，価格に重

要な影響を与える数量なども重要な営業秘密である。 

なお，訴状附属書類６記載のものは，本件情報の保管様式に関する

参考例である。 

    (イ) 原告は，本件合意１ないし２に基づいて，被告に対し，本件情報

を開示した。 

しかし，被告は，平成２５年８月頃から，被告の本店所在地で被告

ソフトウェアを使用して本件診断書類似の資料を配布するようになっ

た。 

      このように，被告は，開示を受けた趣旨に反し，本件情報を基に本

件診断書類似の書面を作成し，それを活用することで仕入会の会員小

売業者を増やすとともに，仕入会で得られたつながりを足掛かりに，

本件事業に進出し，原告の顧客に営業をかけている。 
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      上記諸事情に加え，被告の本件事業が原告の事業と競争関係にある

こと，被告による本件情報の利用は営業秘密の開示を受けた趣旨に反

していることからすれば，被告には，不正の利益を得る目的があると

認められる。 

さらに，被告の競業，顧客奪取行為は，原告の収益を阻害する関係

にあるから，被告には，営業秘密の保有者である原告に損害を加える

目的も認められる。 

      以上のとおり，被告は，原告から開示を受けた本件情報を不正に用

いることにより，不正競争防止法２条１項７号所定の不正競争を行っ

たものである。 

(ウ) 甲１１の１（被告ソフトウェアの開発者であるＣからＡらに送

られたメールであり，以下「本件メール」という。）に記載されて

いる「株式会社ナンバ」（以下「ナンバ社」という。）は，原告の

取引先であるところ，同メールが送信された平成２５年９月２５日

時点で，被告とナンバ社との間で取引関係はなかった。本件メール

には，ナンバ社向けの資料として仕入金額が記入されているが，こ

れは本件情報を流用していなければ被告には作成できないものであ

る。 

なお，原告ないしＢには，Ａに対してナンバ社との関係の仲介を

依頼する理由はない。また，原告ないしＢは，被告からナンバ社の

件での報告を受けたことは一度もない。以上からすれば，被告はナ

ンバ社の仕入価格等の情報を不正入手して使用しており，他の顧客

企業の情報に関しても同様に不正入手して使用していたというべき

である。 

  イ 被告の主張 

   (ア) 原告が想定する「営業秘密」が，仕入価格（及びその数量）を意
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味することは理解できるが，その余の内容は不明である。 

(イ) 被告は，そもそも本件情報を用いていない。確かに，被告は，原

告からの承諾を得た上で，原告が把握している商品のＪＡＮコード

（商品に付された１３桁又は８桁のバーコードから成るもの）から

「メーカー名」を参考にしたことはあるが，「メーカーコード」は，

インターネットで検索すれば，すぐに取得できるものであり，単なる

「メーカー名」は原告のいう営業秘密に該当しない。 

     このほか，被告が使用しているのは，あくまで同意を得ている参加

企業が自ら任意的に開示した仕入価格のみであり，被告は，原告が保

有している「仕入価格・販売価格」を使用してはいない。 

(ウ) 被告がナンバ社向けの分析を行ったのは，同社が平成２５年９

月２５日当時原告の大事な顧客であったにもかかわらず，原告との

取引を終了させようとしていたため，ＢがＡに対し，ナンバ社との

取引を継続できるようにしてほしい，と懇願したからにほかならな

い。このように，被告がナンバ社の仕入価格を本件情報から流用し

た事実はなく，その他の会社についても同様である。 

 (3) 争点(3)（被告による本件ソフトウェアの著作権侵害等の有無）につい

て 

  ア 原告の主張 

   (ア) 著作権侵害について 

ａ 本件ソフトウェア１（甲４の１の１～７に対応）は，本件ソフト

ウェア２（甲４の２の１～６に対応）をバージョンアップさせたも

のであり，いずれも，原告の発意のもと，原告の従業員に職務とし

て作成させたプログラムであり，その著作権は原告に帰属している。 

    ｂ 本件ソフトウェアと被告ソフトウェアとは，他の事業者と比較し

て仕入効率の良否を判定するという着想や，趣旨・目的が全く同じ
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であり，画面構成，表示項目も似通っており，コンピュータ言語も

データベース様式も基本構造も同じである。 

以上のほか，被告が，あえて原告で稼働していたベトナム人プロ

グラマーに被告ソフトウェアの作成を依頼したという同ソフトウェ

アの作成経緯，同ソフトウェアにおける原告の知的成果物流用の痕

跡（後記ｃの「ジャコスモード」），被告による証拠改ざん（乙７

からの「ジャコスモード」の除去），被告による立証妨害（ソース

コードの電子媒体の提出拒否等）に鑑みれば，被告ソフトウェアが

本件ソフトウェアを翻案したものであることは明白である。 

そして，被告は，被告ソフトウェアを利用して本件診断書に類似

する本件分析書面（甲５）を作成しているところ，原告が被告に対

し，本件ソフトウェアの翻案を許諾した事実はなく，被告による本

件ソフトウェアの翻案・利用は「許諾に係る利用方法及び条件の範

囲」を逸脱して原告の翻案権を侵害する行為である。 

    ｃ 本件メール添付の被告ソフトウェアの起動画面（甲１１の２）の

うち，「Data」のタブ画面（甲１１の９）には「ジャコスモード」

「Jacos」との記載がある。また，甲１０の１（第三者に営業をか

ける際に作成された被告ソフトウェアのサンプル等）添付の被告ソ

フトウェアの起動画面の「Data」タブにも，同様の「ジャコスモー

ド」「Jacos」といった記載があるところ，「ジャコスモード」は

ＪＩＣＦＳコード（ＪＡＮコード及びこれに付随する商品情報を一

元的に管理するデータベース）と同義ではなく，ＪＩＣＦＳ分類を

下敷きにはしているが，改良を重ねて構築した表示区分である。こ

のほか，被告ソフトウェアにおいては，原告が独自に割り振った数

字と一致した商品分類が用いられている。これらの事情は，被告ソ

フトウェアが本件ソフトウェアを翻案したものであることを裏付け
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る。 

   (イ) 本件合意２違反について 

本件合意２に際しては，本件ソフトウェアの使用を許諾する範囲を

書面で合意していたわけではないが，本件合意２には，顧客奪取の手

段として本件ソフトウェアを利用しないことが当然の前提として含ま

れていたというべきであり，被告は同合意に違反した。 

  イ 被告の主張 

   (ア) 著作権侵害について 

ａ 本件ソフトウェアの著作権の帰属については不知。 

Ａは，当初，原告に本件診断書を作成してもらっていたが，デー

タが正しくないためトラブルが多かったこともあり，被告設立後は，

被告独自のシステムを構築した方が良いと考え，新たにプログラマ

ーを雇用して，平成２４年初め頃に，被告ソフトウェアを独自に完

成させた。被告は，その後，原告から本件診断書を作成してもらう

のではなく，被告ソフトウェアを用いるようにした。 

    ｂ 被告が被告ソフトウェアを用いて作成した本件分析書面も，本件

診断書も，その性質上，例えば「売価」，「原価」，「粗利」等の

用語を用いざるを得ず，その表現等が似通ったものになることはや

むを得ない。 

しかし，本件診断書は，原告が，本件事業の顧客全ての情報を勝

手に使用して，商品ごとの仕入価格平均を出して，それを対象会社

の仕入価格と比較するものであるのに対し，本件分析書面による分

析は，あくまで仕入会参加企業の全ての同意を得た上で，そのうち

対象会社が任意で選択した６社の仕入価格とを比較するものであり，

前提となる基盤が全く異なっている。 

このほか，本件診断書ではＪＩＣＦＳコード（ＪＡＮコード及び
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これに付随する商品情報を一元的に管理するデータベース）にしか

対応しないのに対し，本件分析書面では対象会社の商品分類にも対

応している。また，本件診断書では，「ワースト種類」として「品

揃え」や「死に筋」というものがあるが，本件分析書面による分析

ではそのようなものはない。さらに，本件分析書面では，その対象

会社の改善結果に関する分析もされているが，本件診断書にはその

ようなものは存在しない。 

また，本件診断書は，原告が過去に一時的に使用していたにすぎ

ず，現在使用していないのに対し，本件分析書面は，あくまで会員

サービスの一環ではあるものの，被告が継続的に使用しているもの

であり，両者のプログラムも全く異なっている。 

以上の事情からすれば，本件診断書と本件分析書面とは，表現等

が多少似通っていたとしても，基本的には別物であり，後者が前者

を冒用したという関係にはなく，被告が本件ソフトウェアに関する

原告の翻案権を侵害したこともない。 

    ｃ 原告が指摘する「ジャコスモード」との記載は，単に，ＪＩＣＦ

Ｓコードによる商品分類を指すものにすぎず，「Jacos」との記載

も上記「ジャコスモード」，すなわちＪＩＣＦＳコードを指すもの

である。 

      被告は，当初は原告から了承を得て本件診断書を利用していたと

ころ，その本件診断書ではＪＩＣＦＳコードを前提とした商品分類

にしか対応していなかったため，被告は被告ソフトウェアの作成に

当たって「御社モード」を創設し，その顧客独自の商品分類（ＪＩ

ＣＦＳコードによらない分類）にも対応するようにした。そして，

原告（ジャコス）の本件診断書においてはＪＩＣＦＳコードのみに

対応していたことから，被告ソフトウェアをプログラムしたＣは，
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ＪＩＣＦＳコードでの商品分類については「ジャコスモード」と表

現したにすぎない。 

(イ) 本件合意２違反について 

原被告間においては，本件合意２は存在せず，被告が同合意に違反

したこともない。 

 (4) 争点(4)（被告による本件データベースの著作権侵害等の有無）につい

て 

  ア 原告の主張 

   (ア) 著作権侵害について 

ａ 本件データベースは，原告の発意のもと，原告の従業員に職務と

して作成させたデータベースであり，その著作権は原告に帰属して

いる。 

なお，訴状附属書類６記載のものは，本件データベースの参考例

である。 

    ｂ 被告は，本件データベースに，原告との決別後に入手したデータ

を付加したデータベースを利用して本件診断書類似の本件分析書面

（甲５）を作成している。 

       本件データベースは，原告が著作権を有するデータベース著作物

であるところ，既存のデータベースに新たな仕入価格・販売価格を

逐次追加していくことも「翻案」の一態様にほかならず，被告によ

る本件データベースの翻案・利用は「許諾に係る利用方法及び条件

の範囲」を逸脱して原告の翻案権を侵害する行為である。 

 また，顧客奪取の手段として利用するか否かを問わず，原告が被

告に対して本件データベースを翻案することを許諾した事実はない。 

    (イ) 本件合意２違反について 

 本件合意２に際しては，本件データベースの使用が許される範囲を
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書面で明確に合意していたわけではない。しかし，本件合意２には，

顧客奪取の手段として本件データベースを利用しないことが当然の前

提として含まれていたというべきであり，被告による本件データベー

スの利用は本件合意２に違反するものである。 

  イ 被告の主張 

   (ア) 著作権侵害について 

    ａ 原告は，本件情報を体系的に構成したものを本件データベースと

するが，前記のとおり，本件情報は特定されていない。 

ｂ 本件データベースの著作権の帰属については不知。 

ｃ 被告は，本件データベースを使用しておらず，原告の著作権（翻

案権）を侵害していない。 

被告は，過去，一時的に，インターネットを介して，原告が把握

している商品のＪＡＮコードから「メーカー名」を参考にしたこと

はあるが，これは原告の承諾を得た上での行為である。 

(イ) 本件合意２違反について 

原被告間において本件合意２は存在せず，被告が同合意に違反した

こともない。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 

   証拠（甲１，９，１１の１ないし３・６・９，１２，乙３，４，８，１０，

１１）（ただし，甲１２については後記認定に反する部分を除く。）及び弁

論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。 

  (1) 原告は，昭和４４年８月１９日に設立された後，小売業者からの注文

を卸売業者に取り次ぐという本件事業を営んでおり，その際に，本件ソフ

トウェアを用いて本件診断書を作成し，これを小売業者に無償で配布する

などしていた。 
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  (2) Ａは，もともと実家の植木卸業を引き継いでいたが，そこに原告の前

代表者であるＢが客として訪れ，知り合いになった。 

    ＢとＡは，平成１１年頃，株式会社フォーラスホームという会社を共に

設立した。 

また，Ｂは，平成１３年頃，Ａに対し，原告の仕事を手伝うよう依頼し，

Ａも，原告との間で業務委託契約を締結し，原告の営業を担当することに

なった。 

  (3) Ａは，平成１８年８月頃，Ｂの娘と結婚した。 

  (4) 原告とＡとの間の業務委託契約は，平成１９年５月頃，終了した。同

契約の終了に伴い，Ａは，再び実家の植木卸業を行うようになったが，そ

の後も，引き続き，原告の事務所やＢの家を訪れていた。 

  (5) Ａは，平成２１年末頃，知り合いの小売業者の社長から，小売の仕入

れの共同体を作りたいとの相談を受けたため，小売業者を会員として，共

同仕入れを目的とする「仕入会」を発足しようと考えた。 

    Ａは，平成２２年初め頃，Ｂに対し，仕入会について説明するとともに，

原告が使用していた本件診断書を仕入会で利用したい旨伝えたところ，Ｂ

はこれを承諾した。 

    Ａは，その後，仕入会を設立し，共同仕入れの準備にかかるとともに，

原告に本件診断書を作成してもらい，それを「仕入会」の参加会社に配布

していた。 

(6) Ａは，平成２２年４月，原告の取締役に就任し，その旨の登記も経由

した。 

    これは，原告で取締役を務めていた者が同年２月頃に死亡して欠員が生

じたためであり，Ａは，平成２５年１０月に取締役を退任するまで，原告

から役員報酬の支払を受けていた。 

  (7) Ａは，平成２３年７月頃，被告の設立を検討し，Ｂにも提案したとこ
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ろ，Ｂもこれを承諾し，被告の設立に際しては，Ａが６割，原告が４割を

出資した。なお，原告は，実際には，第三者の名義で株式を引き受けた。 

    被告は，「仕入会」を運営し，「仕入会」参加企業に対して仕入れサポ

ートソフトを提供したり，共同仕入れを行うほか，小売業向けＥＤＩシス

テムやＰＯＳシステムを提供しており，その際，インターネットを利用し

ている。 

(8) 原告から受領した本件診断書には不具合があったため，Ａは，被告の

設立を機に，被告独自の本件分析書面を作成しようと考えた。 

    Ａは，ベトナム人プログラマーであるＣに対し，仕入会の仕組みや，仕

入会の参加企業が希望する６社間での仕入原価の比較を行うことを説明し

た上で，エクセルの表におけるメーカーや商品名，仕入原価等の表示箇所

について随時指示を出し，最終的に本件分析書面を作成するための被告ソ

フトウェアを完成させた。 

    もっとも，被告ソフトウェアの内容は，一般的に使用されている表計算

ソフトであるエクセルを使用して，仕入原価を比較できるようにしたもの

にすぎず，被告からＣに対し，プログラムに関する特別な指示等を与える

ような提案依頼書類似のものはなかった。 

  (9) 原告の本件診断書における商品分類は，ＪＩＣＦＳコード（ＪＡＮコ

ード及びこれに付随する商品情報を一元的に管理するデータベース）によ

り行われていた。他方，被告は，本件分析書面において，ＪＩＣＦＳコー

ドによる分類だけでなく，各会社独自の商品分類にも対応させることにし

た。 

 Ｃは，原告にも一時期稼働し，原告のプログラム作成等を担当していた

こともあったところ，原告の本件診断書におけるＪＩＣＦＳコードに相当

するものを，被告の本件分析書面において「ジャコスモード」と命名した。 

  (10) 原告は，ナンバ社との間で取引をしていたが，同社が，平成２５年９
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月頃，原告との契約関係を解消しようとしていたため，ＢはＡに対し，原

告とナンバ社との契約関係をつなぎとめるための協力を依頼した。そこで，

被告は，ナンバ社に対し，原告との契約関係を維持するよう説得するなど

した。 

なお，上記の過程で，原告の担当者が，平成２５年９月から１０月にか

けて，被告に対し，ナンバ社のデータ（仕入価格を含む。）を送信するな

どしていた。 

 ２ 争点(1)（競業禁止合意違反の有無）について 

  (1) 前記１(7)のとおり，被告は，「仕入会」という組織を運営するほか，

小売業向けＥＤＩシステムやＰＯＳシステムを提供している。 

この点に関し，被告は，被告が行うＥＤＩ事業とは，単なるデータの運

び屋ではなく，小売業者の基幹処理（商品の発注，受領，支払，在庫管理

等，小売業者の販売全てに関わる管理処理）を全般的に受託することであ

るから，本件事業とは異なる旨主張する。 

しかし，被告の上記主張からすれば，被告が行うＥＤＩ事業においても，

少なくとも「小売業者からの商品の発注を取り次ぐ」ことは行っているも

のと解され，また被告自身が同事業においてインターネット（「電気通信

回線」に含まれる。）を利用していることを認めている（被告準備書面

(3)別紙参照）。 

以上からすれば，仮に被告が，本件事業よりも進んで，小売業者の基幹

処理全般を行っているとしても，被告が行っているＥＤＩ事業は，本件事

業を包含するものと認められるから，被告は本件事業を行っているものと

いえる。 

  (2) しかるところ，原告は，原被告間において，本件合意１及び２，並び

にこれらに伴って競業禁止合意が成立した旨（概略，原告の本件事業拡大

という目的のために被告を設立し，その後も，被告が，原告の本件事業拡
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大という目的のためにのみ，原告が提供する本件情報等を利用し，原告と

は競業をしない旨の合意が成立した旨）主張し，Ｂの陳述書（甲１２）に

はこれに沿う内容の陳述記載もある。 

    しかし，原告の主張するような合意内容は，被告の事業活動の内容を大

きく制約するものであるから，当事者間でこのように重要な合意が真に成

立したのであれば，当然に，書面を作成して，同合意の成立を明確化する

のが自然であるところ，本件においてそのような書面は一切存在しない。 

また，前記１のとおり，本件では，被告代表者であるＡが，平成１３年

頃から平成１９年５月頃まで原告から業務委託を受けていたり，平成２２

年４月から平成２５年１０月頃まで原告の取締役であったなど，ＢとＡと

が原告の事業に関して長期間に渡る協力関係を有していたほか，被告設立

に際しても，原告が被告の株式の４割を実質的に引き受けたほか，Ｂの娘

とＡとが夫婦であったという事情が存在する。 

このように，原告の前代表者のＢと被告代表者のＡとが極めて親しい関

係にあり，原告と被告も，少なくとも被告設立当初は，協力的な関係にあ

ったといえることからすれば，原告が被告に対し，特段の条件なく，原告

の情報やソフトウェア等の利用を許諾することは必ずしも不合理ではない。 

これらの事情に加えて，被告は，本件合意１及び２並びにこれらに伴う

競業禁止合意の成立を否認しており，Ａの陳述書（乙１１）にもそれに沿

う内容の陳述記載があることも考慮すれば，原被告間において，本件合意

１，２及び競業禁止合意が成立したとは認められず，したがって，これら

の合意を前提とする，原告の被告に対する本件事業の差止めを求める請求

は理由がない。 

３ 争点(2)（被告による本件情報の不正使用の有無等）について 

 (1) 原告は，本件情報は不正競争防止法２条６項所定の営業秘密に該当す

るところ，被告が原告から同情報の開示を受けた後に，これを不正に利用
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した旨主張し，同営業秘密を利用して作成した文書の小売業者への配布や，

営業秘密を記載した書面及び記憶媒体の廃棄を求める。 

 (2) しかし，まず本件において原告が営業秘密であると主張する本件情報

の内容は，十分特定されていない。すなわち，原告は，本件情報を「原告

が収集した原告とつながりのある各小売業者の商品の仕入価格・販売価格

に関する情報」と定義するが，このうち「原告とつながりのある各小売業

者」が具体的に誰を指すのかは明らかでないし，仕入価格・販売価格「に

関する情報」の外延も明らかでない（なお，原告は，訴状附属書類６記載

のものを本件情報の保管様式に関する参考例とするが，同書面の記載内容

は意味不明であり，これをもって「営業秘密」の内容が特定されたとは到

底いえない。）。 

したがって，原告が主張する本件情報は特定されておらず，ひいては

（本件情報を利用して）仕入効率の良否を判定するための情報が記載され

た文書の配布の差止めや，本件情報の全部又は一部を記載した書面その他

記憶媒体の廃棄を求める請求に係る訴えは，不適法として却下すべきであ

る。 

 (3) なお，仮に，本件情報の特定の点を措いても，原告は，本件情報が不

正競争防止法２条６項所定の営業秘密に該当することについては，具体的

な主張がないし，特段の立証もないから，本件情報が営業秘密に該当する

こと（とりわけ，秘密管理性や非公知性があること）を認めるに足りない。 

(4) さらに，仮に，本件情報の営業秘密該当性の点を措いても，原告が，

被告に対し，本件情報等を無償で使用させることを承諾した点については，

当事者間に争いがなく，また，被告は，原告から，商品のＪＡＮコードに

おける「メーカー名」について情報提供を受けたことは認めているが，そ

れ以上に，原告が保有する仕入価格や販売価格に関する情報を利用したこ

とは否認しているところ，被告が原告保有の仕入価格や販売価格等の情報
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を取得した事実を認めるに足りる証拠はない。 

なお，原告は，ナンバ社における仕入価格は原告の営業秘密に該当する

ところ，被告は上記情報を不正に入手・使用したと主張するが，この点に

ついては，前記１(10)のとおり，被告は，原告の前代表者のＢからの依頼

を受けて，ナンバ社に原告との契約関係を維持するように説得するなどす

る過程で，原告の担当者が，平成２５年９月から１０月にかけて，被告に

対してナンバ社のデータ（仕入価格を含む。）等をメールで送信していた

ことが認められるから，同事実によれば，被告がナンバ社の仕入価格を不

正に入手・使用したとは認められない。 

 以上のとおり，被告が，原告が保有する営業秘密（本件情報）を，原告

から開示を受けた上で不正に使用した等の事実を認めるに足りない。 

４ 争点(3)（被告による本件ソフトウェアの著作権侵害等の有無）について 

 (1) 原告は，原告が本件ソフトウェアの著作権を有するところ，被告が同

著作権（翻案権）を侵害して被告ソフトウェアを作成した旨主張する。 

  しかし，原告は，被告が被告ソフトウェアのソースコード（乙７）を任

意に証拠提出したにもかかわらず，同ソースコードと本件ソフトウェアの

ソースコード（訴状添付のもの）を対比して，被告ソフトウェアと本件ソ

フトウェアのソースコードの記述内容が共通しているか，ひいては被告が

本件ソフトウェアを翻案したといえるかを何ら具体的に主張立証しない。 

 原告によれば，本件診断書は，小売業者の仕入効率の良否を判定するこ

とを目的とした書面であるが，仮に上記判定というアイデア自体が斬新な

ものであったとしても，同アイデアを前提として具体的に表現すると，概

ね，どの業者がどの商品をどの程度の価格で仕入れてどの程度の価格で売

却し，どれだけ利益が出たか等を記載した上で，各業者の数値を比較する

ための表形式のものとなり，誰が作成しても大差ないものと解される。 

そして，原告は，被告ソフトウェアと本件ソフトウェアのソースコード
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の記述内容が共通しているかにつき，ソースコードの対比によって具体的

に主張しておらず，被告ソフトウェアのどの部分に，誰が作成しても同じ

にならない程度の創作性があるかは不明であって，結局，被告による著作

権侵害を認めることはできない。 

 (2) この点に関し，原告は，被告ソフトウェアのソースコード（乙７）に

係る電子データが収納された記録媒体の提出を求めて文書提出命令の申立

てをしている（平成２８年４月１３日付けのもの）が，既に紙媒体で提出

されたものについて，重ねて電子データの提出の必要があるとはいえない。

原告は，紙ではソースコードの連続性がないため，重要部分の抜き取りや

隠ぺいが容易であるなどとも主張するが，被告がこのような行為を行った

と疑うに足る特段の事情は存在しない。被告は，被告ソフトウェアから後

述の「ジャコスモード」を除去した点についても，「被告の仕入会参加企

業が，いずれもＪＩＣＦＳコードではなく，各企業独自の商品分類に従っ

た分析のみを希望し，ＪＩＣＦＳコードを用いる必要性がなくなったため

である」旨説明しているところ，この説明内容には相当程度の合理性があ

り，被告が上記除去によって何らかの隠ぺいを図ったものとは認められな

い。 

以上の事情から，当裁判所は原告の上記申立てを却下したものである。 

   このほか，原告は，①被告ソフトウェアが収納されたＣＤ，及び②同ソ

フトウェアの製造委託に当たり作成された提案依頼書，システム提案書，

契約書，要求仕様書，要件定義書，基本設計書（外部設計書）ないしこれ

らと同様の機能を果たす文書についても提出を求めて文書提出命令の申立

てをしている（同月１９日付けのもの）。しかし，上記①のＣＤについて

も，前記のとおり，被告が既に被告ソフトウェアのソースコードを紙媒体

（乙７）で提出した以上，重ねて同ソフトウェアが収納されたＣＤを被告

に提出させる必要性はない。また，被告は，上記②の各文書はいずれも存
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在しない旨主張しているところ，原告は，これらの文書の存在を窺わせる

に足りる事情を指摘していない。 

以上の次第で，当裁判所は，原告による上記文書提出命令の申立てにつ

いても却下したものである。 

(3) なお，前記１(8)のとおり，被告は，原告作成の本件診断書には不具合

があるとして，自らベトナム人プログラマーであるＣに対し，被告ソフト

ウェアを作成させたことが認められる。この点に関し，原告は，被告が，

原告の元従業員であったＣを通じて，原告の本件ソフトウェアを冒用し，

被告ソフトウェアを作成したものである旨主張する。しかしながら，原告

の元従業員が被告ソフトウェアを作成したという事実のみによっては，被

告が原告の本件ソフトウェアを翻案したとは認めるに足りない。 

このほか，原告は，本件メール添付の被告ソフトウェアの起動画面（甲

１１の２）等のうち，「Data」のタブ画面に「ジャコスモード」

「Jacos」との記載があることを指摘するが，前記１(9)のとおり，「ジャ

コスモード」はＪＩＣＦＳコードを意味するものと認められ，原告指摘の

上記各記載によって，被告による本件ソフトウェアの翻案の事実が認めら

れるものでもない。 

    以上のとおり，被告が本件ソフトウェアの著作権（翻案権）を侵害した

ことを前提とする，本件ソフトウェアの使用の差止め，及びその記憶媒体

の廃棄を求める旨の請求はいずれも理由がない。 

  (4) このほか，前記２のとおり，原被告間において本件合意２が存在した

ことを認めるに足りる証拠もないから，被告が同合意に違反したとも認め

られない。 

５ 争点(4)（被告による本件データベースの著作権侵害等の有無）について 

 (1) 原告は，原告が本件データベースの著作権を有するところ，被告が本

件データベースを利用して被告ソフトウェアを作成することにより，原告
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の著作権（翻案権）を侵害した旨主張する。 

 (2) しかし，原告は，本件データベースを「原告が収集した原告とつなが

りのある各小売業者の商品の仕入価格・販売価格に関する情報を体系的に

構成したデータベース」と定義するが，前記のとおり，本件情報（原告が

収集した原告とつながりのある各小売業者の商品の仕入価格・販売価格に

関する情報）が特定されていないのであるから，本件データベースも同様

に十分特定されていないというべきであり，ひいては使用の差止め及びそ

の記憶媒体の廃棄を求める対象も不特定である。この点に関し，原告は，

訴状附属書類６記載のものを参考例とするが，これをもって，本件データ

ベースの内容が特定されたとは到底いえない。 

   このように，被告が本件データベースの著作権（翻案権）を侵害したこ

とを前提とする，本件データベースの使用の差止め，及びその記憶媒体の

廃棄を求める旨の請求は，対象の特定を欠き，不適法であるから，同請求

に係る訴えは却下を免れない。 

 (3) なお，仮に本件データベースの内容の特定の点を措いても，原告は，

本件データベースが，著作権法１２条の２第１項所定の「データベースで

その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの」に該当す

ることについて具体的に主張せず，またこの点についての立証もないため，

本件データベースが「データベースの著作物」に当たるとは認めるに足り

ない。 

また，仮に本件データベースの著作物性の点を措いても，原告は，本件

データベースにおける情報の選択又はコンピュータ検索のための体系的構

成における創作的表現が，被告のデータベースにおいて無断で利用され，

同創作的表現が再現されているといえるのかについて，何ら具体的に主張

立証していないため，本件データベースの著作権侵害は認められない。 

  以上からすれば，本件データベースに関し，被告による著作権（翻案
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権）侵害があったことを前提とする原告の請求は，いずれにしても理由が

ない。 

 (4) このほか，前記２のとおり，原被告間において本件合意２があったと

は認められないため，被告が同合意に違反したとも認められない。 

６ 結論 

以上によれば，原告の請求のうち，別紙却下請求目録記載の請求に係る部

分は，対象の特定を欠き，不適法であるから，同請求に係る訴えをいずれも

却下し，原告のその余の請求は理由がないからこれらをいずれも棄却するこ

ととし，主文のとおり判決する。 

   東京地方裁判所民事第４７部 

 

       裁判長裁判官     沖  中  康  人 

 

 

          裁判官     矢  口  俊  哉 

 

 

          裁判官     村  井  美 喜 子 
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別紙 

却下請求目録 

 

１ 被告は，別紙営業秘密目録記載の情報を利用して，小売業者に対し，仕入効

率の良否を判定するための情報が記載された文書を配布してはならない。 

２ 被告は，別紙営業秘密目録記載の情報の全部又は一部を記載した書面，ＣＤ

－ＲＯＭ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。 

３ 被告は，別紙データベース目録記載のデータベースを使用してはならない。 

４ 被告は，別紙データベース目録記載のデータベースを収納したＣＤ－ＲＯＭ，

ＭＯ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。 
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別紙 

事業目録 

 

ＶＡＮ（Value Added Network）事業こと，電気通信回線を利用して小売業者

からの商品の発注を卸売業者ないし製造業者に取り次ぐ事業 
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別紙 

営業秘密目録 

 

 原告が収集した原告とつながりのある各小売業者の商品の仕入価格・販売価格

に関する情報（なお，訴状附属書類６は，情報の保管様式に関する参考例として

ＪＣＡ（通信制御手順の一つ）で平成２７年８月１日に収集された情報を示した

ものである。） 
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別紙 

データベース目録 

 

 原告が収集した原告とつながりのある各小売業者の商品の仕入価格・販売価格

に関する情報を体系的に構成したデータベース（なお，訴状附属書類６はデータ

ベースの参考例としてＪＣＡ（通信制御手順の一つ）で平成２７年８月１日に構

成された情報を示したものである。） 
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（別紙ソースコード１，２省略） 


